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【事業ユニット分析の目的等】
◆ 東京都中央卸売市場については、これまで「市場問題ＰＴ」「市場のあり方戦略本部」「関係局長会

議」などにおいて様々な事項に関して公開の場で議論が行われ、多角的かつ総合的に「見える化」が行
われてきた。

◆ 今回の事業ユニット分析では、これまでの議論を踏まえつつ、旧築地市場や豊洲市場中心ではなく他

の１０市場にスポットをあて、これまでとは異なる視点での見える化を図ることを目的とした。

◆ 具体的には、卸売市場の川上・川下に位置する生産者、実需者（小売業者、量販店等）、消費者の状

況等を見える化した上で、市場の活性化に向けた今後の方向性を示す。

第１章 卸売市場の仕組み

◆ 卸売市場は、全国の産地から多種多様な水産物、野菜、果物、食肉、花きなどを集荷し、実需者に
迅速かつ効率的に分荷するという集分荷機能に加え、公正で透明性の高い価格形成、出荷者への迅

速・確実な代金決済など様々な機能を有している。

◆ 都の中央卸売市場は、１１の中央卸売市場が相互に補完しながら、流通ネットワークを形成し、
一体としてその機能を発揮しているという、他都市とは異なる特徴を有している。
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第２章 卸売市場を取り巻く環境の変化

◆ 卸売市場は、生鮮食料品流通の真ん中に位置しているが、近年、川上も川下も状況が変化している。

◆ 漁業や農業における国内生産力の低下、ネット通販やコンビニなど流通形態の多様化、人口減少等を
背景とした食料消費の低下、食の安全・安心への意識の高まり、トラック運転手等の労働力不足など、
川上・川下、物流それぞれの面から卸売市場を取り巻く環境は変化している。

◆ 都の中央卸売市場は、取扱数量・金額が減少しているが、全国の卸売市場に占める割合は高く、大田
市場、食肉市場等は広域な地域に搬出している。

第３章 今後の方向性

◆ 卸売市場は、取扱数量が減少している中で、多種多様な品揃え、品目ごとに精通した目利きによる適
正な評価、物流の効率化の面からも生鮮食料品流通の基幹的インフラとして重要である。

◆ 今後、実需者（小売業者・量販店等）、消費者ニーズの変化に対応し、「市場の活性化」を図るため、
以下の取組を推進していく。

①実需者・消費者ニーズへの対応 ⇒ 品質・衛生管理の高度化、加工・パッケージ施設等の整備
②取引の拡大 ⇒ 情報力の活用等による取引の活性化、

輸出拡大に向けた取組の強化、食育・魚食の推進
③各市場の特性の発揮 ⇒ 経営戦略の検討・確立、改正卸売市場法への対応
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第１章 卸売市場の仕組み

実需者

（小売業者・
量販店等）

生鮮食料品等の主な流通経路

生産者

（産地）



２ 中央卸売市場の取引構造（１）

※ 農林水産省ホームページより

※ 市場経由率は平成２７年度、その他の割合は平成２８年度（金額ベース）
※ 数値は単位未満を四捨五入しているため、内訳数字の合計が１００にならない場合がある。
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水産（市場経由率５２％）

卸売業者 仲卸業者

集 荷

産地出荷業者 41.9％ 他市場 4.8％

水産会社 11.8％ 生産者個人 4.6％

漁協系統団体 7.7％ 産地任意組合 0.9％

商社 5.6％ その他 22.7％

販 売

仲卸業者 59.3％

第三者 22.1％

売買参加者 18.6％

仕 入

卸売業者 81.5％

直荷引き 18.5％

販 売

大規模小売店等 52.2％

一般小売店等 25.1％

加工業者・外食業者等 22.8％

青果（市場経由率58％）<国産青果物市場経由率：81％>

卸売業者 仲卸業者

集 荷

農協系統団体 57.6％ 他市場 5.3％

商社 11.6％ 産地任意組合 5.0％

産地出荷業者 10.4％ その他 3.6％

生産者個人 6.5％

販 売

仲卸業者 64.5％

売買参加者 26.0％

第三者 9.5％

仕 入

卸売業者 78.7％

直荷引き 21.3％

販 売

大規模小売店等 65.3％

一般小売店等 18.9％

加工業者・外食業者等 15.8％

※全国

※全国
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２ 中央卸売市場の取引構造（２）

※ 農林水産省ホームページより

※ 市場経由率は平成２７年度、その他の割合は平成２８年度（金額ベース）
※ 数値は単位未満を四捨五入しているため、内訳数字の合計が１００にならない場合がある。
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食肉（市場経由率９％）

卸売業者 仲卸業者

集 荷

農協系統団体 38.9％ 産地出荷業者 14.7％

産地任意組合 23.9％ 商社 3.2％

生産者個人 17.5％ その他 1.8％

販 売

売買参加者 64.5％

仲卸業者 34.4％

第三者 1.0％

仕 入

卸売業者 84.7％

直荷引き 15.3％

販 売

大規模小売店等 69.7％

加工業者・外食業者等 23.0％

一般小売店等 7.3％

花き（市場経由率77％）

卸売業者 仲卸業者

集 荷

農協系統団体 44.8％ 他市場 3.1％

生産者個人 37.6％ 産地出荷業者 0.2％

商社 9.5％ その他 1.4％

産地任意組合 3.4％

販 売

売買参加者 72.1％

仲卸業者 25.2％

第三者 2.7％

仕 入

卸売業者 80.5％

直荷引き 19.5％

販 売

一般小売店等 45.1％

大規模小売店等 27.9％

加工業者・外食業者等 27.0％

※全国

※全国
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３ 中央卸売市場配置図（全国）

※ 卸売市場データ集（農林水産省）より

（平成29年３月３１日時点）

開設都市名
市場
数

取扱品目

水産 青果 食肉 花き

都
道
府
県

東京都 11 ● ● ● ●

大阪府 1 ● ●

奈良県 2 ● ●

沖縄県 1 ● ●

市

札幌市 1 ● ●

青森市 1 ● ● ●

八戸市 1 ● ●

盛岡市 1 ● ●

仙台市 2 ● ● ● ●

秋田市 1 ●

いわき市 1 ● ● ●

宇都宮市 1 ● ●

さいたま市 1 ●

横浜市 2 ● ● ●

川崎市 1 ● ● ●

静岡市 1 ● ●

浜松市 1 ● ●

新潟市 1 ● ● ●

金沢市 1 ● ●

福井市 1 ● ● ●

名古屋市 3 ● ● ●

岐阜市 1 ● ●

京都市 2 ● ● ●

大阪市 3 ● ● ●

神戸市 3 ● ● ● ●

姫路市 1 ●

和歌山市 1 ● ●

岡山市 1 ● ●

広島市 3 ● ● ● ●

宇部市 1 ●

徳島市 1 ● ●

高松市 1 ● ●

松山市 1 ●

高知市 1 ●

北九州市 1 ●

福岡市 3 ● ● ●

長崎市 1 ●

久留米市 1 ● ●

宮崎市 1 ●

鹿児島市 2 ● ●
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４ 市場業者の状況
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① 中央卸売市場の市場業者数【全国】

水産 青果 食肉 花き

卸売業者数 56 70 10 18

仲卸業者数 1,706 1,304 63 76

売買参加者数 3,596 11,084 1,842 6,623

水産 青果 食肉 花き

一般小売店 60.3% 64.1% 59.6% 87.6%

量販店、生協 9.3% 9.7% 0.6% 1.6%

加工業者 7.0% 2.8% 7.0% 0.6%

他市場 8.0% 3.7% 12.8% 1.7%

外食、給食等 5.4% 13.3% 1.5% 1.2%

その他 10.0% 6.5% 18.5% 7.4%

※ 平成２８年度、農林水産省ホームページより
※ 数値は単位未満を四捨五入しているため、内訳数字の合計が１００にならない場合がある。

※ 平成２９年３月３１日現在
※ 卸売市場データ集（農林水産省）より

② 中央卸売市場の事業規模別市場業者数【全国】

水産 青果 食肉

50億円未満 2 2 -

50～100億円未満 12 17 2

100～500億円未満 35 40 7

500～1,000億円未満 4 9 -

1,000億円以上 3 2 1

花き

10億円未満 1

10～30億円未満 4

30～50億円未満 6

50～100億円未満 5

100億円以上 2

卸
売
業
者

１億円未満 418 151 9

１～５億円未満 677 418 10

５～10億円未満 250 224 6

10～30億円未満 226 317 14

30億円以上 70 141 14

１億円未満 1

1～５億円未満 4

５～10億円未満 6

10～30億円未満 5

30億円以上 2

仲
卸
業
者

※ 卸売市場データ集（農林水産省）より
※ 集計に当たり必要なデータの記載がない業者を除いているため、「①中央卸売市場の市場業者数」と一致しない場合がある。

② 売買参加者の内訳【全国】
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５ 東京都中央卸売市場の概要

市場名市場名

① 所在地

② 業務開始年月日
③ 敷地面積

④ 建物面積
⑤ 取扱品目

⑥ 卸売業者数
⑦ 仲卸業者数

（場の特徴）

（外観写真）

世田谷市場世田谷市場

① 世田谷区大蔵1-4-1
② 昭和47年3月27日
③ 41,482㎡
④ 65,302㎡
⑤ 青果、花き
⑥ 青果1、花き2
⑦ 青果7、花き6

地域に調和した効率的で使いやすい市場

大田市場大田市場

① 大田区東海3-2-1
② 平成元年5月6日
③ 386,426㎡
④ 296,348㎡
⑤ 水産、青果、花き

⑥ 水産1、青果4、花き2
⑦ 水産45、青果167、花き18

広い敷地を擁し、青果・水産・花きを取り扱う総合市場

食肉市場食肉市場

① 港区港南2-7-19
② 昭和41年12月19日
③ 64,108㎡
④ 94,379㎡
⑤ 食肉

⑥ 食肉1
⑦ 食肉25

「芝浦」の通称で親しまれる食肉流通の拠点

豊洲市場豊洲市場

① 江東区豊洲6-6-1
② 平成30年10月11日
③ 407,000㎡
④ 517,000㎡
⑤ 水産、青果

⑥ 水産7、青果3
⑦ 水産492、青果96

葛西市場葛西市場

① 江戸川区臨海町3-4-1

② 昭和59年5月7日
③ 74,515㎡
④ 59,515㎡
⑤ 青果、花き

⑥ 青果1、花き1
⑦ 青果9、花き7

流通業務団地に育まれた東部地区を賄う流通拠点

淀橋市場淀橋市場

① 新宿区北新宿4-2-1
② 昭和14年2月16日
③ 23,583㎡
④ 39,333㎡
⑤ 青果

⑥ 青果1
⑦ 青果15

新宿副都心に近く、需要の伸びと食生活多様化に応える市場

足立市場足立市場

① 足立区千住橋戸町50

② 昭和20年2月11日
③ 42,675㎡
④ 26,489㎡
⑤ 水産
⑥ 水産2
⑦ 水産52

江戸３大市場の商業中心地は、いま充実の水産市場

北足立市場北足立市場

① 足立区入谷6-3-1
② 昭和54年9月17日
③ 61,076㎡
④ 77,823㎡
⑤ 青果、花き

⑥ 青果1、花き1
⑦ 青果14、花き8

花き部開設第１号、北部流通業務団地にある市場

豊島市場豊島市場

① 豊島区巣鴨5-1-5
② 昭和12年3月25日
③ 23,334㎡
④ 20,190㎡
⑤ 青果

⑥ 青果1
⑦ 青果10

「かつぎ売り」が集まった伝承が残る都内最古の市場

板橋市場板橋市場

① 板橋区高島平6-1-5
② 昭和47年2月28日
③ 61,232㎡
④ 51,440㎡
⑤ 青果、花き

⑥ 青果2、花き1
⑦ 青果10、花き7

流通センターと隣接した西北部地区の流通拠点

多摩ニュータウン市場多摩ニュータウン市場

① 多摩市永山7-4
② 昭和58年5月26日
③ 57,153㎡
④ 19,895㎡
⑤ 青果

⑥ 青果1
⑦ 青果4

緑豊かな広大な新都市圏の需要を満たす市場
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食肉

豊洲
葛西

大田

足立

淀橋

豊島

板橋
北足立

世田谷

多摩ニュー
タウン
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食の安全・安心の確保や効率的な物流・様々なニーズ
に対応する新しい市場

○ 都の中央卸売市場は、１１の中央卸売市場が相互に補完しながら、流通ネットワークを形成し、
一体としてその機能を発揮しているという、他都市とは異なる特徴を有している



６ 組織体制
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東京都中央卸売市場の組織・定数（平成30年10月11日現在）



築地市場

豊洲市場

食肉市場

大田市場

神田市場

荏原分場

荏原分場蒲田配給所

大森市場

豊島市場

淀橋市場

淀橋分場杉並配給所

淀橋分場練馬配給所

足立市場

板橋市場

豊島分場板橋配給所

豊島分場王子配給所

世田谷市場

荏原分場世田谷配給所

荏原分場調布配給所

荏原分場玉川配給所

淀橋分場松原配給所

北足立市場

多摩ＮＴ市場

葛西市場

江東分場

江東分場葛飾(奥戸)配給所

江東分場小松川配給所

江東分場小岩配給所

江東分場宇喜多配給所

S10開場

Ｈ30開場
(東京市設芝浦屠場)
（S11開場）

S3開場

S11開場

S11開場

H元開場統 合

M13開場

S12開場

S14開場

S14開場 H15（廃止）

S21開場 H13廃止(地方市場化)

S20開場

S12開場

S47開場

S12開場

S15開場

S29開場

統 合

S58開場

S2開場

S32開場

S59開場統 合

S16開場

S16開場

S16開場

S12開場

S47開場

統 合

S14開場

H20統合

S54開場

S37廃止

跡地売却 約4,500億円
(S63～H4)

跡地売却 約150億円
(S59)

築地市場

豊洲市場

食肉市場

大田市場

神田市場

荏原分場

荏原分場蒲田配給所

大森市場

豊島市場

淀橋市場

淀橋分場杉並配給所

淀橋分場練馬配給所

足立市場

板橋市場

豊島分場板橋配給所

豊島分場王子配給所

世田谷市場

荏原分場世田谷配給所

荏原分場調布配給所

荏原分場玉川配給所

淀橋分場松原配給所

北足立市場

多摩ＮＴ市場

葛西市場

江東分場

江東分場葛飾(奥戸)配給所

江東分場小松川配給所

江東分場小岩配給所

江東分場宇喜多配給所

分場・・・築地市場（本場）の一部を成す市場
配給所・・・仲卸業者の出張販売所

昭和37年、分場は市場に
配給所は分場に名称変更

S41開場

７ 都内中央卸売市場の変遷

12

移 転

第１章 卸売市場の仕組み



第２章 卸売市場を取り巻く環境の変化

13
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卸売市場

１ 現状と課題
（１）卸売市場の立ち位置

第２章 卸売市場を取り巻く環境の変化
１ 現状と課題

生産者
（産地）

実需者
（小売業者、量販店等）

消費者

○ 卸売市場は、生鮮食料品流通の真ん中に位置
○ 近年、川上も川下も状況が変化している
○ 卸売市場には、変化への対応が求められている

〈川上〉 〈川下〉



（２）生産者（川上）①
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（水産物）
○ 漁業就業者の長期的な減少に加え、高齢化が進行しており、平成27年には65歳以上の就業者が36.3％を占めている
○ こうした中で、水産物の国内生産量は長期的に減少傾向にあり、平成26年には、ピーク時である昭和59年の約37％
（農産物）
○ 基幹的農業従事者の長期的な減少に加え、高齢化が進行しており、平成27年には65歳以上の従事者が約65％を占めている
○ 耕地面積も長期的に減少
○ こうした中で、青果物の農業総産出額は長期的に減少傾向にあり、平成26年には、ピーク時である昭和59年の約72％

国内生産力の低下

資料：農林水産省「平成27年度水産白書」

漁業就業者の推移（全国）

資料：農林水産省「平成27年度水産白書」

漁業・養殖業の生産量の推移（全国）

第２章 卸売市場を取り巻く環境の変化
１ 現状と課題



16

農業総産出額及び生産農業所得の推移（全国）

資料：農林水産省「平成27年度食料・農業・農村白書」

年齢別基幹的農業従事者数の推移（全国）

農地面積等の推移（全国）

資料：農林水産省「平成27年度食料・農業・農村白書」

営農類型別基幹的農業従事者の年齢構成（全国）

資料：農林水産省「平成27年度食料・農業・農村白書」

資料：農林水産省「平成27年度食料・農業・農村白書」

基幹的農業従事者：農業就業者人口のうち、ふだん仕事として主に自営農業に従事している者

ピーク時：11.7兆円
（昭和59年（1984年）

農業総産出額：農業生産活動による最終生産物の総産出額であり、農産物の品目別生産量から、

二重計上を避けるために、種子、飼料等の中間生産物を控除した数量に、当該
品目別農家庭先価格を乗じて得た額を合計したもの

（２）生産者（川上）②
第２章 卸売市場を取り巻く環境の変化

１ 現状と課題
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○ 漁業協同組合については、平成15年度から平成24年度にかけて、単位漁協数が約３割減少する一方で、１組合当たりの平均販売取扱高
は約1.5倍に拡大しており、大型化が進行

○ 農業協同組合については、平成15年度から平成24年度にかけて、単位農協数が約３割減少する一方で、１組合当たりの平均販売取扱高
は拡大しており、特に野菜の取扱高が約1.3倍になるなど、大型化が進行

出荷団体の大型化・集約化

資料：農林水産省「卸売市場流通の再構築に関する検討会」

単位漁協数の推移（全国）

１漁協当たり平均販売取扱高（全国）

単位農協数の推移(畜産、花きを含む) （全国）

１農協当たり平均販売取扱高（全国）

資料：農林水産省「卸売市場流通の再構築に関する検討会」

資料：農林水産省経営局「農業協同組合等現在数統計」、

「総合農協統計表」を基に農林水産省食品製造卸売課で作成
注：単位農協数については、総合農協及び専門農協のうち一般農協、

畜産農協、園芸特産農協の合計

（２）生産者（川上）③
第２章 卸売市場を取り巻く環境の変化

１ 現状と課題
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○ 生鮮食料品（鮮魚、青果）の専門小売店の店舗数及び年間販売額は、全国、東京都とも、急激に減少
○ 東京都においては、特に青果小売店の減少が拡大

専門小売店の減少

資料：東京都総務局｢商業統計調査｣より作成

専門小売店の店舗数と年間販売額

【鮮魚】

【青果】

資料：経済産業省｢商業統計｣より作成

（３）実需者（川下）①
第２章 卸売市場を取り巻く環境の変化

１ 現状と課題

東京都

東京都全国

全国
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○ 食料品専門スーパーの店舗数及び年間販売額は、全国では近年減少しているが、東京都では増加
○ １店舗当りの年間販売額は、全国と比較して東京都の方が高い

量販店の増加

資料：東京都総務局｢商業統計調査｣より作成資料：経済産業省｢商業統計｣より作成

食料品専門スーパーの店舗数と年間販売額

食料品専門スーパー：産業分類の飲食料品小売業に分類される商品売上が70%以上で、売場面積の
50%以上がセルフサービス方式の事業所であり、かつ売場面積250㎡のもの

（３）実需者（川下）②
第２章 卸売市場を取り巻く環境の変化

１ 現状と課題

東京都全国

100
110
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資料：東京都 平成27年10月調査「食品の購買意識に関する世論調査」

（３）実需者（川下）③
第２章 卸売市場を取り巻く環境の変化

１ 現状と課題

○ 「食品の購買意識に関する世論調査」によると、野菜・果物、魚介類、肉類の購入先（複数回答）として、「量販店」を利用している割
合は、いずれも90％以上

○ 一方、「専門小売店」を利用している割合は、いずれも30％未満

野菜・果物、魚介類、肉類の購入先

野菜・果物の購入先（東京都） 魚介類の購入先（東京都） 肉類の購入先（東京都）



○ 食品小売業において、近年、通販、コンビニ、直売、宅配などの多様な流通形態が伸長

小売業態の多様化

資料：農林水産省「卸売市場を含めた流通構造について」

食品の業態別販売額・市場規模の推移（全国）
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（３）実需者（川下）④
第２章 卸売市場を取り巻く環境の変化

１ 現状と課題

注 上記グラフは、（出典）に記載した各団体等の調査を基礎に作成されたものであり、販売額等には重複がある。
それぞれの販売額等は、以下のとおりである。

・チェーンストア販売額・・・・・・・・・日本チェーンストア協会に加盟する会員企業の総販売額を集計したもの
・コンビニエンスストア販売額・・・・日本フランチャイズチェーン協会の正会員の販売額を集計したもの
・宅配市場規模・・・・・・・・・・・・・・・①～⑩の宅配サービスで日用品、雑貨を除く食品群のみを対象とした事業者売上高を集計したもの

①在宅配食サービス、②惣菜（食材）宅配サービス、③宅配ピザ、④宅配寿司、⑤外食チェーン・ファストフード宅配、⑥牛乳宅配、
⑦生協の個配サービス、⑧ネットスーパー宅配、⑨コンビニエンスストア宅配、⑩自然派食品宅配

・通信販売市場規模・・・・・・・・・・・公益社団法人日本通信販売協会の会員企業の集計に、有力非会員企業の売上高（推計）を加えて集計したもの



（４）消費者①
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○ 全国の人口は、２０１０年の１億２８０６万人から、２０６０年には８６７４万人まで減少する見込み
○ 東京都の人口は、２０２５年の１３９８万人をピークに減少し、２０６０年には１１７３万人に減じる見込み
○ ２０１５年の人口を１とした場合の、２０６０年推計人口： 全国 ０．６８、 東京０．８７

全国と東京都の人口の推移

第２章 卸売市場を取り巻く環境の変化
１ 現状と課題

引用：東京都「都民ファーストでつくる『新しい東京』～2020年に向けた実行プラン～」（平成28年12月）

凡例中の前回（グラ

フ中の破線）は、東
京都「長期ビジョン

（平成２６年１２月）」
の掲載値

1,398

979

426
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○ 高齢化等を背景として、国民１人１日当たりの食料消費（供給熱量）は、長期的に減少傾向
○ 国民１人１年当たりの品目別消費量は、肉類は緩やかな増加傾向
○ 果実は横ばい、野菜は平成22年まで減少した後に増加
○ 魚介類は長期的に減少傾向

食料消費の動向

国民１人１年当たりの品目別消費量の推移

資料：農林水産省「卸売市場をめぐる情勢について」

国民１人１日当たりの食料消費(供給熱量)の推移

資料：農林水産省「平成２７年度食料・農業・農村白書」

（４）消費者②
第２章 卸売市場を取り巻く環境の変化

１ 現状と課題
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○ 近年、産地偽装や食品事故等、消費者の食への信頼を揺るがす事案が発生していることなどを背景に、消費者の食の安全・安心に対する
意識が高まっている

○ 「食品の購買意識に関する世論調査」によると、生鮮食料品購入の際の安全性への意識は、「意識している」が88.4％
○ 生鮮食料品を購入するとき、ここ数年で食の安全・安心に関する意識の変化があったかを3項目について聞いたところ、「以前より気に

するようになった」は「産地」が52％で最も多く、「鮮度・消費期限」が43％、「価格」が38％の順となっている

食の安全・安心に対する意識の高まり

資料：東京都 平成27年10月調査「食品の購買意識に関する世論調査」

（４）消費者③
第２章 卸売市場を取り巻く環境の変化

１ 現状と課題

生鮮食料品購入の際の安全性への意識（東京都）
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○ 単身世帯や高齢者世帯、共働き世帯の増加に伴い、家庭内での調理にかけられる労力や時間が減少
○ 単身世帯数の割合が増加する中、弁当、総菜などの中⾷や外⾷、加工⾷品等のニーズが高まるとともに、小分け・少量化への対応も必要

外食・中食の増加

（４）消費者④
第２章 卸売市場を取り巻く環境の変化

１ 現状と課題

単身世帯数及び総世帯数に占める単身世帯の割合の推移(全国)国内消費に占める生鮮・加工・外⾷の割合（全国）

資料：農林水産省「卸売市場を含めた流通構造について」資料：農林水産省「卸売市場を含めた流通構造について」
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○ 近年、物流分野の労働力不足が顕在化しており、人口減少・少子高齢化の進行によって、中長期的に人材の確保がより困難になる見込み
○ 中高年層への依存度が強いトラック運転手等については、中高年層の退職に伴い、今後、深刻な労働力不足に陥るおそれがある

労働力不足

トラック運転手の年齢構成比の推移（全国）

資料：国土交通省「自動車運送事業等における労働力確保対策について」

（５）物流①
第２章 卸売市場を取り巻く環境の変化

１ 現状と課題
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○ トラック運送業界アンケート調査で、「不足」「やや不足」の合計が、２０１０年の１７％から２０１６年には６２．６％に増加
○ 宅配便の約５割のシェアを占めるヤマト運輸株式会社が、個人客向け基本運賃の値上げを発表

トラック運転手の不足状況

（５）物流②
第２章 卸売市場を取り巻く環境の変化

１ 現状と課題

ヤマト運輸株式会社値上げに関する発表（関東版）

（２０１７年５月２２日付）

ヤマト運輸株式会社ホームページより引用
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○ 直接取引よりも卸売市場を活用する方が流通コストが抑制される可能性がある
○ トラック運転手の不足等に対応するため、物流拠点としての卸売市場の価値向上が見込まれる

（５）物流③

【卸売市場を活用しない場合（直接取引）】 【卸売市場を活用する場合】

産地Ａ、B、Ｃとスーパー等ア、イ、ウが、それぞれ直接

取引を行うためには、９本の物流網の構築が必要となる。

産地 産地スーパー等

卸売市場の流通経費削減機能

第２章 卸売市場を取り巻く環境の変化
１ 現状と課題

《イメージ》

Ａ

Ｂ

Ｃ

ア

イ

ウ

Ａ

Ｂ

Ｃ

スーパー等

ア

イ

ウ

産地A、B、Cは、それぞれの生産品目を一括して市場に出荷

できる。スーパー等ア、イ、ウも、市場から３つの品目を一括

して仕入れることができる。

このため、６本の物流網の構築で足りる。



（６）情報通信技術の活用状況
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○ 流通分野においても、様々な情報通信技術が導入されているが、卸売市場をはじめとして、生鮮食料品等流通分野においては、
情報通信技術の導入が遅れている

情報通信技術の活用

生鮮ＥＤＩ標準：受発注等の情報を電子的に交換する方法の
標準的な取決め

第２章 卸売市場を取り巻く環境の変化
１ 現状と課題

資料：農林水産省「卸売市場を含めた流通構造について」

EDI（電子データ交換）：「Electronic 
Data Interchange」の略。企業間で商取引

を行うときに、コンピュータ同士をネット
ワークでつないで電子的に発注、請求等の
取引情報を交換すること。



（７）輸出入の推移等①
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○ 漁業・農業の国内生産力の低下や、航空輸送や海上輸送による輸送技術の高度化を背景として、生鮮食料品等の輸入量は長期的に増加傾向
○ 都の卸売市場の取扱数量に占める輸入割合は、水産物は増加、青果は減少、花きは増加、食肉は減少

生鮮食料品等の輸入の増大

生鮮食料品等の流通における輸入割合の推移（全国）

資料：農林水産省「卸売市場をめぐる情勢について」

注：水産物は、主要２１品目の集計値

《主要２１品目の内訳》
鮮魚（まぐろ、きわだ、めばち、印度まぐろ、しまあじ、さわら、またい、
いとより、さけ・ます、くるまえび、いせえび、わたりがに、さより、
たちうお、ひらめ、めたい、うに）、冷凍（するめいか、いせえび、えび）、
加工（干しするめ）

東京都中央卸売市場における取扱数量の輸入割合

資料：東京都中央卸売市場「市場業務データブック」

第２章 卸売市場を取り巻く環境の変化
１ 現状と課題
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○ 農林水産物・食品の輸出額は、平成25年から５年連続で増加し、平成29年輸出実績（速報値）は8,073億円
○ 国は平成31年の農林水産物・食品の輸出額１兆円達成を目指して取組を進めている

農林水産物・食品の輸出額の推移

資料：農林水産省ホームページ

（７）輸出入の推移等②
第２章 卸売市場を取り巻く環境の変化

１ 現状と課題
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○ 卸売市場における新たな取組として、農林水産物の輸出を推進しており、大都市の消費地市場において多くの事例が見られる
○ 平成23年の輸出数量は、水産で約2万トン、青果で約5千トン
○ 主な輸出品目は、水産物ではホタテ、サバ、イカ等、青果ではリンゴ、モモ、ナガイモ等
○ 主な輸出先は、香港、台湾、中国等のアジアの国、地域が多く、市場に近い港や空港を利用し輸出する事例が多い
○ しかし、東京都中央卸売市場の取扱数量に占める輸出割合は低い

卸売市場を活用した輸出の現状

（７）輸出入の推移等③
第２章 卸売市場を取り巻く環境の変化

１ 現状と課題

輸出状況の比較（平成２３年）

注：取扱数量は「全国中央卸売市場協会概要」（平成２４年度）から引用
その他の事項は、農林水産省「市場の活性化に向けた新たな取組の推進」から引用



第三者認証とＨＡＣＣＰの関係

資料：農林水産省「食品安全管理の標準化関係参考資料」

（７）輸出入の推移等④
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ＨＡＣＣＰとは

第２章 卸売市場を取り巻く環境の変化
１ 現状と課題

○ 食品の生産・製造・流通のグローバル化の進展に伴い、食品の安全確保が世界共通の課題
○ 食品の安全確保の取組は、最終検査でなく生産・製造の工程を管理する方法が主流となっており、工程ごとに危害を分析した上で危害の

防止につながる特に重要な工程を継続的に監視・記録するシステムであるHACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point）
等の重要性が増している

○ こうした中、各国政府において、食品事業者に対し、HACCPに基づく製造を義務化する流れがある
○ FSSC22000及びISO22000などの第三者認証を取得することにより、HACCPの要件を満たしていることが証明される

食品の安全確保などに関する第三者認証等への対応

ISO22000
FSSC22000

１．マネジメント・システム
トップのマネジメント、組織体制、
ＰＤＣＡサイクルなど

２．一般的衛生管理
清掃、虫の管理、原材料管理など

３．ＨＡＣＣＰ
危害要因分析をして、重要管理点を
定め、管理して記録をとる方法

ＦＳＳＣ

２２０００
追加要求事項

農林水産省「食品安全管理の標準化関係参考資料」から引用

従来の製品検査とＨＡＣＣＰによる工程管理との違い

資料：農林水産省ホームページ
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○ 観光庁の「訪日外国人の消費動向 平成27年年次報告書」によると、外国人旅行者が「訪日前に期待していたこと（複数回答）」として
「日本食を食べること」と回答した人の割合は69.7％となっており、最も回答率が高い

○ 平成25年12月に「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録されたことにより、今後、更に日本食への関心が高まっていくことが予想
○ 海外の日本食レストランは、アジア、北米、欧州を中心に、平成27年には、平成25年の約1.6倍に相当する約8.9万店まで増加

日本食への関心の高まり

資料：農林水産省「海外における日本食レストランの数」

日本食レストランの店舗数の推移

（７）輸出入の推移等⑤
第２章 卸売市場を取り巻く環境の変化

１ 現状と課題
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資料：農林水産省「農業競争力強
化プログラム（概要）」

○ 国（政府）は、平成28年11月、農業の競争力強化の実現に向けた一連の施策をまとめた「農業競争力強化プログラム」を決定
○ このプログラムにおいて、生産資材価格の引下げや農産物の流通・加工構造の改革をはじめとする13項目の施策を提示
○ このうち、「２（１）生産者に有利な流通・加工構造の確立」の項目では、卸売市場関係業者を含む中間流通の抜本的な合理化の推進や、

合理的理由のなくなっている規制の廃止など卸売市場法の抜本的な見直し等について規定

農業競争力強化に向けた動き

（７）輸出入の推移等⑥
第２章 卸売市場を取り巻く環境の変化

１ 現状と課題
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資料：農林水産省ＨＰ「水産政策の改革の全体像」より

○ 国（政府）は、平成30年６月に「水産政策の改革について」を取りまとめ、水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化を両立させ、漁
業者の所得向上と年齢バランスのとれた漁業就業構造を確立することを目指し、水産政策の改革を実施

水産政策の改革

（７）輸出入の推移等⑦
第２章 卸売市場を取り巻く環境の変化

１ 現状と課題
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○ 青果物及び水産物の市場経由率は、平成元年から平成２７年までに２０％以上低下
○ ただし、国産青果物は、平成19年度以降も約80％を維持
○ 花きについても、約80％を維持

＜市場経由率の主な減少理由＞
○ 産地と実需者の直接取引やインターネットを利用した直販、産地直販所による販売など、生鮮食料品等の流通チャネルが多元化
○ 加工品を含めた生鮮食料品等の輸入量が長期的に増加（冷凍品、果汁等の輸入は市場外の直接取引が多い）

卸売市場経由率

資料：農林水産省「卸売市場データ集」

資料：農林水産省「卸売市場データ集」

国産青果物の卸売市場経由率の推移（全国）

82.7

57.574.6

52.1

23.5

9.2

83.0

76.9

0.0
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60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

％

年度

青果物

水産物

食肉

花き

卸売市場経由率の推移（重量ベース（花きは金額）、推計）（全国）

（８）卸売市場経由率
第２章 卸売市場を取り巻く環境の変化

１ 現状と課題



＜主な意見＞
◆ 市場の利用による流通コストの抑制

38

◆ 多種多様な商品の安定した調達が可能

（９）生産者・実需者ヒアリング

◆ 公正で透明性の高い価格形成

知事ヒアリングの様子

○ 東京都は、「市場のあり方戦略本部」において、卸売市場の機能や市場のあり方などについて、生産者、実需者及び市場関係業者に
対するヒアリングを実施

生産者・実需者ヒアリング

第２章 卸売市場を取り巻く環境の変化
１ 現状と課題

※平成29年5月10日 知事ヒアリング
「市場を中心に物流網がたぶん機能を果たされてますので、実際は

築地へ運んだ方が安いというようなこともあるかと思いますので、市場
ルート便を使ったコスト構造を変えるといった機能もあるのではない
か。」（量販店）
「今、物流も限られてしまうんです。大きな荷物がないと目的地まで行

かない、半端な荷物では行きませんとか、そういうようになってしまう。
特に震災後は、東京を介して北関東の小さな市場に荷物を転送しても
らうというようなこともあります。ですから、この機能というのは、これから
物流がだんだん厳しくなる、運送便が限られてくることになれば、ます
ます東京に一度持っていって、東京から分荷していくという流れはでき
てくるのではないか。」（量販店）

※平成29年5月16日 本部長ヒアリング
「基本的に消費市場で何をするかというと、品質を評価して、適正

価格を立ち上げ、それを産地に還元する、いわゆる漁業者に還元
する大きな役割持っております。」（生産者）

※平成29年5月15日 本部長インタビュー
「評価という機能が入ってこそ市場である。競り人と買出人との相

対の取引であり、プロとプロが見て産直ではない価格の変動とか評
価機能があってこそ市場が成り立つ。」（売買参加者）

※平成29年5月10日 知事ヒアリング
「豊富な品揃え、お客様にとって選べる楽しさを非常に大事にし

ておりますので、全国各地の産地から多種多様な魚が集まる市
場の集荷力、市場としての安定供給も含めた物量、情報を活用さ
せていただいている。」（量販店）
「活魚とか活け締めとか我々が仕入れの難しい特殊な貝類といっ

たものもタイムリーに揃えられる。」（量販店）
「スーパーマーケットなものですから、私どもは定番という考え方

は取らざるを得ないわけです。いくらアジが高くても、今日はアジを
出さないというわけには基本的にいかないわけで、そういった意
味では、常に市場というものも併用しながら活用させていただいて
いる。」（量販店）



２ 都の中央卸売市場の状況
（１）部類別の取扱数量・金額等
【水産】取扱数量・金額等①

○ 築地市場の年間取扱数量は４３６，２７４トンとなっており、他の市場に比べて非常に多い。（名古屋市・本場や大阪市・本場の３．５倍以上）

○ 築地市場の年間取扱量の内訳は、生鮮品が４６％、冷凍品が２１％、加工品等が３３％となっている。
○ 水産物を取り扱っている中央卸売市場は、全国に３５市場存在する。全国の中央卸売市場取扱数量に占める東京都中央卸売市場（３市

場）の割合は２７％となっている。また、築地市場だけで２６％となっている。

１ 全国の主要な中央卸売市場の取扱数量（平成２７年）

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000

大阪市（東部市場）

大阪市（本場）

大阪府

京都市（第一市場）

名古屋市（北部市場）

名古屋市（本場）

川崎市（北部市場）

横浜市（本場）

足立市場

大田市場

築地市場

生鮮品 冷凍品 加工品等

２ 全国の中央卸売市場取扱数量に
占める東京都中央卸売市場の割合

東京都
27％

大阪（府・市）

13％

その他

60％

（単位：ｔ）

39※ 各市場のデータはホームページより取得

第２章 卸売市場を取り巻く環境の変化
２ 都の中央卸売市場の状況



（１）部類別の取扱数量・金額等
【水産】取扱数量・金額等②

<取扱数量> 
○ 平成２７年と１４年とを比較すると、魚介類・海藻類の全国・粗食料（1年間に国内で消費に回された食料のうち食用向けの量）は７１％

に減少、東京都中央卸売市場の取扱数量は６４％に減少している。類別に見ると、冷凍魚が４７％と大幅に減少しているのに対し、鮮魚・
活魚類・淡水魚は８７％となっている。

<取扱金額>
○ 平成２７年と１４年とを比較すると、東京都中央卸売市場の取扱金額は７８％に減少している。類別に見ると、冷凍魚が６２％と大幅に減

少しているが、鮮魚・活魚類・淡水魚は９６％とほとんど減少していない。

３ 東京都中央卸売市場における類別取扱数量・取扱金額の推移（平成14年を100とする指数）

40

60

80

100

120

平成14年 平成19年 平成24年 平成27年

総量 鮮魚・活魚類・淡水魚

冷凍魚 加工品

その他 魚介類・海藻類の全国・粗食料

※ その他は「貝類」と「海そう類」の計

87

64

47

60

71

※ 全国・粗食料は年度

（１）取扱数量

40

60

80

100

120

平成14年 平成19年 平成24年 平成27年

総量 鮮魚・活魚類・淡水魚

冷凍魚 加工品

その他

96

78

86

72

※ その他は「貝類」と「海そう類」の計

62

（２）取扱金額

（単位：ｔ）

総量 鮮魚等 冷凍魚 加工品 その他

平成14年 719,745 200,279 204,822 255,490 59,153

平成19年 622,123 201,185 152,692 220,167 48,079

平成24年 523,547 182,111 127,616 175,131 38,690

平成27年 463,976 175,213 97,012 154,148 37,603

（単位：百万円）

総額 鮮魚等 冷凍魚 加工品 その他

平成14年 601,755 189,496 181,315 183,266 47,677

平成19年 532,933 181,885 153,245 155,538 42,264

平成24年 444,192 157,883 116,815 134,696 34,798

平成27年 467,929 181,505 113,034 132,469 40,920

40

第２章 卸売市場を取り巻く環境の変化
２ 都の中央卸売市場の状況

※ 数値は単位未満を四捨五入しているため、総量数字と内訳数字（鮮魚等、

冷凍魚、加工品、その他）の合計とは、一致しない場合がある。
※ 数値は単位未満を四捨五入しているため、総額数字と内訳数字（鮮魚等、

冷凍魚、加工品、その他）の合計とは、一致しない場合がある。



（１）部類別の取扱数量・金額等
【水産】取扱数量・金額等③

○ 築地市場の取扱数量は、ピーク時の昭和59年から約49％減
○ 足立市場はピーク時の平成元年から約75％減、大田市場はピーク時の平成３年から約76％減となっている。

41

資料：東京都中央卸売市場年報より作成
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５ 水産物の市場別取扱数量シェアの推移（東京都）

資料：東京都中央卸売市場年報より作成

第２章 卸売市場を取り巻く環境の変化
２ 都の中央卸売市場の状況

４ 東京都中央卸売市場における
市場別取扱数量の推移（水産物）
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○ 水産物部仲卸業者数の推移を市場別にみると、平成元年から平成27年にかけて、築地市場は約42％減、足立市場は約41％減、大田市場
はピーク時の平成３年から約54％減となっている。

６ 東京都中央卸売市場水産物部仲卸業者数の推移

（１）部類別の取扱数量・金額等
【水産】取扱数量・金額等④

第２章 卸売市場を取り巻く環境の変化
２ 都の中央卸売市場の状況

（参考）東京都中央卸売市場部類別仲卸業者数の推移

資料：東京都中央卸売市場事業概要より作成 資料：東京都中央卸売市場事業概要より作成

大田市場

ピーク８９社

水産物部

△約41％

青果部

△約32％

築地市場

△約42％

足立市場
△約41％

大田市場

平成3年から
△約54％



（１）部類別の取扱数量・金額等
【青果】取扱数量・金額①

○ 大田市場の年間取扱数量は９６１，６５７トンとなっており、他の市場に比べて非常に多い。（大阪市・本場の１．９倍、横浜市・本場の２．６倍）

○ 大田市場の年間取扱量の内訳は、野菜が７５％、果実が２４％、加工品等が１％となっている。
○ 青果を取り扱っている中央卸売市場は、全国に４９市場存在する。全国の中央卸売市場取扱数量に占める東京都中央卸売市場（９市場）

の割合は２７％となっている。また、大田市場だけで１３％となっている。

１ 全国の主要な中央卸売市場の取扱数量（平成２７年）
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大田市場

築地市場 野菜 果実 加工品等

（単位：ｔ）

２ 全国の中央卸売市場取扱実績に
占める東京都中央卸売市場の割合

東京都

27％

大阪（府・市）

12％

その他
61％

43※ 各市場のデータはホームページより取得

第２章 卸売市場を取り巻く環境の変化
２ 都の中央卸売市場の状況



（１）部類別の取扱数量・金額等
【青果】取扱数量・金額②

<取扱数量> 
○ 平成２７年と１４年とを比較すると、いも類・野菜・果実の全国・粗食料は９１％に減少、東京都中央卸売市場の取扱数量は８４％に減少

している。類別に見ると、果実が７０％に、その他は５７％に減少しているのに対し、野菜は９０％と全国・粗食料程度となっている。
<取扱金額>
○ 平成２７年と１４年とを比較すると、東京都中央卸売市場の取扱金額は１０５％に増加している。類別に見ると、野菜が１１２％と増加、

果実は９５％とほとんど減少していない。

３ 東京都中央卸売市場における類別取扱数量・取扱金額の推移（平成14年を100とする指数）

（１）取扱数量 （２）取扱金額
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いも類・野菜・果実の全国・粗食料

※ その他は「つけ物」、「鳥卵」「その他食料品」の計

※ 全国・粗食料は年度

91

70

57

84

90

（単位：ｔ）

総量 野菜 果実 その他

平成14年 2,416,108 1,705,632 643,819 66,657

平成19年 2,119,211 1,562,394 498,413 58,404

平成24年 2,090,489 1,572,124 472,870 45,495

平成27年 2,035,703 1,549,946 447,980 37,777

40

60

80

100

120

平成14年 平成19年 平成24年 平成27年

総額 野菜 果実 その他

112

95

105

68

※ その他は「つけ物」、「鳥卵」「その他食料品」の計

（単位：百万円）

総額 野菜 果実 その他

平成14年 553,400 353,479 181,088 18,833

平成19年 519,052 334,330 168,832 15,890

平成24年 524,609 352,623 158,626 13,360

平成27年 579,275 395,046 171,386 12,844
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第２章 卸売市場を取り巻く環境の変化
２ 都の中央卸売市場の状況

※ 数値は単位未満を四捨五入しているため、総額数字と内訳数字（野菜、果実）の
合計とは、一致しない場合がある。



（１）部類別の取扱数量・金額等
【青果】取扱数量・金額③

<野菜・取扱数量> 
○ 平成２７年と１４年とを比較すると、野菜の全国・粗食料は９２％に減少、東京都中央卸売市場の取扱数量は９１％に減少と同程度となっ

ている。国内が９２％と全国・粗食料程度であるの対し、輸入は５８％に減少、特に中国産が大幅に減少している。
<果実・取扱数量>
○ 平成２７年と１４年とを比較すると、果実の全国・粗食料（全国）は８３％に減少、東京都中央卸売市場の取扱数量は７０％に減少してい

る。国内が７５％の減少にとどまっているのに対し、輸入は４６％に減少、特にフィリピン産が大幅に減少している。

４ 東京都中央卸売市場における産地別取扱数量の推移（平成14年を100とする指数）

（１）野菜・取扱数量 （２）果実・取扱数量

 40

 60

 80

 100

 120

平成14年 平成19年 平成24年 平成27年

野菜・粗食料（全国） 総量 国内 輸入

91

58

92

※ 粗食料は年度

（単位：ｔ）

総量 国内 輸入

平成14年 1,705,632 1,634,101 71,531

平成19年 1,562,394 1,509,188 53,206

平成24年 1,572,124 1,509,852 62,272

平成27年 1,549,946 1,508,381 41,565

 40

 60

 80

 100

 120

平成14年 平成19年 平成24年 平成27年

果実・粗食料（全国） 総量 国内 輸入

75

70

83

※ 粗食料は年度
46

（単位：ｔ）

区分 総量 国内 輸入

平成14年 643,819 528,462 115,358

平成19年 498,413 426,818 71,594

平成24年 472,870 398,604 74,266

平成27年 447,980 395,224 52,756
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※ 数値は単位未満を四捨五入してあるため、総量数字と内訳数字（国内、輸入）の
合計とは、一致しない場合がある。



（１）部類別の取扱数量・金額等
【青果】取扱数量・金額④

○ 平成元年から平成27年にかけて、大田市場のみ取扱数量が長期的に増加傾向となっている。
○ その他市場については、減少傾向となっており、同期間における減少率は、世田谷市場が約69％と最も大きく、続いて北足立市場が

約53％、豊島及び淀橋市場が約48％となっている。

46

資料：東京都中央卸売市場年報より作成
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平成

元年
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大田

築地

淀橋

北足立

板橋

葛西

豊島

世田谷

多摩ＮＴ

６ 青果の市場別取扱数量シェアの推移（東京都）

資料：東京都中央卸売市場年報より作成
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５ 東京都中央卸売市場における
市場別取扱数量の推移（青果）



（１）部類別の取扱数量・金額等
【食肉】取扱数量・金額①

○ 食肉市場の年間取扱数量は８１，５９９トンとなっており、他の市場に比べて非常に多い。（名古屋市・南部市場の約４倍）

○ 食肉市場の年間取扱量の内訳は、牛が７８％、豚が２２％で、その他はほとんど取り扱っていない。
○ 食肉を取り扱っている中央卸売市場は、全国に１０市場存在する。全国の中央卸売市場取扱数量に占める東京都中央卸売市場（１市場）

の割合は３９％と非常に大きな割合を占めている。

１ 全国の主要な中央卸売市場における各市場の取扱数量（平成２７年）
（単位：ｔ）

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000

神戸市（西部市場）

大阪市（南港市場）

京都市（第二市場）

名古屋市（南部市場）

横浜市（食肉市場）

食肉市場

牛 豚 その他

２ 全国の中央卸売市場取扱実績に
占める東京都中央卸売市場の割合

東京都
39％

大阪市 8％

その他

53％

47
※ 各市場のデータはホームページより取得
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２ 都の中央卸売市場の状況



（１）部類別の取扱数量・金額等
【食肉】取扱数量・金額②

《牛肉》
○ 平成３年から輸入自由化が実施され、食肉市場での輸入牛肉の取扱いが大幅に減少
○ 平成13年には国内でのＢＳＥ（牛海綿状脳症）発生による需要の減少から、取扱数量・金額ともに低下したが、平成15年以降、

アメリカでのＢＳＥ発生に伴う輸入牛肉の品薄から、高値での推移へと転じた。
○ その後、輸入再開や低価格志向などにより、平成20年から平成23年にかけて取扱金額が減少したが、その後は増加している。
《豚肉》
○ 豚肉については、国内生産量の減少、産地食肉センター等による産地でのと畜の増加及び輸送コストの増大等による影響を受け、

取扱数量は長期的に減少傾向

３ 東京都中央卸売市場における取扱数量及び金額の推移（牛肉）
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４ 東京都中央卸売市場における取扱数量及び金額の推移（豚肉）

第２章 卸売市場を取り巻く環境の変化
２ 都の中央卸売市場の状況



（１）部類別の取扱数量・金額等
【花き】取扱金額①

○ 東京都中央卸売市場の年間取扱金額は８８３億６，８３６万円
○ 大田市場の年間取扱金額は５１１億８，７５８万円で、東京都中央卸売市場全体の５８％を占めている。
○ 花きを取り扱っている中央卸売市場は、全国に１４市場存在する。
○ 全国の中央卸売市場取扱数量に占める東京都中央卸売市場（５市場）の割合は７２％と非常に大きな割合を占めている。

１ 東京都中央卸売市場における各市場の取扱金額（平成２７年） （単位：百万円）

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000

葛西市場

北足立市場

世田谷市場

板橋市場

大田市場

切花（本） 切葉（枚） 切枝（束） 鉢物（鉢） 苗物（箱） その他花き（箱）

東京都
72％

その他

28％

２ 全国の中央卸売市場取扱金額に
占める東京都中央卸売市場の割合
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※ 各市場のデータはホームページより取得
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２ 都の中央卸売市場の状況



（１）部類別の取扱数量・金額等
【花き】取扱金額②

○ 東京都中央卸売市場（花き）における合計の取扱金額は、平成27年には、平成元年の約９倍の約884億円となっている。
○ 市場別にみると、大田市場の取扱金額が最も多く、平成27年における都内５市場に占めるシェアは約58％となっている。

50

3 東京都の卸売市場における取扱金額の推移（花き）

４ 東京都中央卸売市場における市場別取扱金額の推移（花き）

資料：東京都中央卸売市場年報より作成

資料：東京都中央卸売市場年報より作成
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築地市場

51

大田市場大田市場食肉市場食肉市場

足立市場足立市場

世田谷市場世田谷市場 葛西市場葛西市場

3.4 6.88.3 16.3

88.3 76.8

水産 青果

（２）市場別搬出地域 ※青：所在区・地域、赤：隣接区・地域・県、

緑：その他（より広域）※ 平成26年度市場流通推計調査より

4.5 4.3 4.0
21.9 28.6 36.3

73.6 67.1 59.7

水産 青果 花き

6.0
11.4

82.6

食肉

豊島市場豊島市場

14.2

31.0

54.8

青果

淀橋市場淀橋市場

16.0
16.7

67.4

青果

14.2

40.0

45.8

水産

板橋市場板橋市場

9.2 5.5

61.9
55.1

28.9 39.5

青果 花き

22.8 18.5

47.1
40.9

30.0 40.6

青果 花き

北足立市場北足立市場

13.2 11.4

32.7 35.6

54.1 53.1

青果 花き

多摩ニュータウン市場多摩ニュータウン市場

13.1

54.2

32.7

青果

29.8 33.3

49.9 47.5

20.2 19.2

青果 花き
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28予算 28決算 差 収入率 30予算 差

Ａ Ｂ Ｂ-Ａ Ｂ/Ａ Ｃ Ｃ-Ａ

27,081 37,503 10,422 138.5 23,638 ▲3,443

売上高割・施設使用料 12,144 11,966 ▲178 98.5 12,175 31

雑収益 5,649 3,611 ▲2,038 63.9 5,034 ▲615

一般会計補助金 7,759 3,361 ▲4,398 43.3 4,627 ▲3,132

その他 1,529 18,565 17,036 1,214.2 1,802 273

145,748 118,297 ▲27,451 81.2 7,559 ▲138,189

企業債 144,213 115,950 ▲28,263 80.4 6,757 ▲137,456

国庫補助金 - 31 31 ― 801 801

その他資本収入 1,535 2,317 782 150.9 1 ▲1,534

172,829 155,800 ▲17,029 90.1 31,197 ▲141,632

資本的収入

合　　　　　計

収益的収入

（３）予算・決算① ※予算の推移・実施形態など

52

収入 （単位：百万円、％）

【「収益的収入・その他」の内訳】 （単位：百万円）

28決算

配当金 51             

預金利息等 1               

長期前受金戻入 795           

消費税及び地方消費税還付金 17,319      

土地賃貸料等 399           

★ 使用料を直ちに見直すことは考えていない

★ 28決算ベースにおいて、経営努力による増収策の
検討対象は、①預金利息、②土地賃貸料のみ

★ 預金利息は、今後の企業債償還に伴い運用可能資

金が漸減する

★ 土地賃貸料は、市場業者の設備投資との兼ね合い

がある

第２章 卸売市場を取り巻く環境の変化
２ 都の中央卸売市場の状況

※ 数値は単位未満を四捨五入しているため、合計数字等とは一致しない場合がある。



【「収益的支出・管理費」の内訳】 （単位：百万円）

28決算

人件費・通勤手当等 3,862        

一般事務費等 449           

施設管理費 5,515        

営繕費 1,265        

豊洲市場初年度経費 2,785        

28予算 28決算 差 執行率 30予算 差

Ａ Ｂ Ｂ-Ａ Ｂ/Ａ Ｃ Ｃ-Ａ

149,507 22,757 ▲126,750 15.2 63,556 ▲85,951

管理費 20,558 13,876 ▲6,682 67.5 24,904 4,346

業務費 200 115 ▲85 57.5 174 ▲26

減価償却費等 8,007 5,466 ▲2,541 68.3 9,328 1,321

生鮮食料品流通対策費 5,861 1,938 ▲3,923 33.1 3,395 ▲2,466

支払利息及び企業債取扱諸費 2,540 102 ▲2,438 4.0 862 ▲1,678

消費税及び地方消費税等 41 1,260 1,219 3,041.7 176 134

特別損失 112,300 - ▲112,300 - 24,716 ▲87,584

186,166 160,311 ▲25,855 86.1 16,641 ▲169,525

建設改良費 163,963 141,811 ▲22,152 86.5 13,496 ▲150,467

企業債償還金 18,500 18,500 - 100 3,063 ▲15,437

その他 3,702 - ▲3,702 - 82 ▲3,621

335,674 183,068 ▲152,606 54.5 80,197 ▲255,477

収益的支出

資本的支出

合　　　　　計

（３）予算・決算② ※予算の推移・実施形態など
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支出 （単位：百万円、％）

【「管理費・施設管理費」の内訳】 （単位：百万円）

28決算

一般施設管理費 197           

市場警備費 765           

市場衛生費 642           

電気・電話・給排水施設等管理費 3,910        

第２章 卸売市場を取り巻く環境の変化
２ 都の中央卸売市場の状況

※ 数値は単位未満を四捨五入しているため、合計数字等とは一致しない場合がある。



（４）１１市場の事業収支試算
※ 平成27年度決算額<営業損益ベース>、減価償却を含む、市場財源分のみ
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36
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7 7 7
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6 7

0
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40

50

60

収益 費用 収益 費用 収益 費用 収益 費用 収益 費用 収益 費用 収益 費用 収益 費用 収益 費用 収益 費用 収益 費用

築地 食肉 大田 豊島 淀橋 足立 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西

使用料

（収益）

その他

（収益）

本庁分

（費用）

管理費等

（費用）

減価償却費

（費用）

○ 市場別の事業収支を見ると、２市場がプラス、５市場がマイナス、４市場が均衡となっており、全体ではプラスとなっている。
○ 事業規模の大きい３市場では、築地市場及び大田市場がプラス、食肉市場がマイナスとなっている。
○ その他の８市場は、ほぼ均衡している。

（税込 単位：億円）

※ 本庁分の経費は各場の市場使用料により按分 54

第２章 卸売市場を取り巻く環境の変化
２ 都の中央卸売市場の状況



第３章 今後の方向性

55
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第３章 今後の方向性
１ 取組の方向性１ 取組の方向性

○人口減少・少子高齢社会の到来
○生産量の減少傾向
○食の安全・安心に対する意識の高まり
○外食・中食の増加
○市場外流通の増加 等

⇒ 卸売市場の取扱数量は減少

○多品種を安定的に品揃えできる卸売市場への
期待が存在

○品目ごとに精通した目利きによる適正な評価
○トラック運転手不足などに対応するため物流

の面からも卸売市場の機能は重要 等

⇒ 生鮮食料品流通の基幹的インフラとして
卸売市場の役割は引き続き重要

実需者（小売業者・量販店等）、消費者ニーズの変化に対応し、「市場の活性化」が必要



２ 市場の活性化に向けた取組
（１）実需者・消費者ニーズへの対応①

57

ランジス市場（フランス）の取組事例

第３章 今後の方向性
２ 市場の活性化に向けた取組

品質・衛生管理の高度化

○ 東京都と市場関係業者は、小売業者、量販店等の実需者
のニーズや、消費者における食の安全・安心に対する意
識の高まりを踏まえ、低(定)温施設の整備を推進

【市場の概要】

・敷地面積：約234ha

・部類：青果物、水産物、花き、

食肉、乳製品

・年間売上高：約98億ユーロ

（平成27年取扱高）

【品質・衛生管理の取組事例】

・施設は閉鎖空間で温度管理が徹底

（水産卸売場棟施設内は１０℃前

後に保持）

・見学者を含め白衣の着用を義務付け

区分 水産物 青果 花き

全国 約18％ 約17％ 約13％

東京都 約37％ 約34％ 約28％

※全 国：農林水産省「卸売市場を含めた流通構造について」
中央卸売市場における低温卸売場の整備割合（面積）を計上

※東京都：「東京都卸売市場整備計画（第10次）」
卸売場の低（定）温化率を計上

中央卸売市場における低温卸売場の整備割合

東京都中央卸売市場との比較

※資料：RUNGIS EN GRAND RAPPORT ANNUEL 2015
（ランジスの概要 2015年年次報告書）

（平成２７年度末現在）
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取組事例

大田市場では、青果部の機能強化を目的として、
大田市場青果プロセスセンターの整備を推進中

《施設概要》
施 設：加工処理高度化施設（加工・パッケージ施設）

閉鎖型（コールドチェーン対応型）

施設規模：鉄骨造３階建（１階荷捌場・冷蔵倉庫、
２階・３階加工場・冷蔵倉庫）

延床面積：13,411㎡

事業費 ：約50億円

（１）実需者・消費者ニーズへの対応②

○ 量販店、外食・中食事業者等の実需者は、小売・調理段階での省力化や省スペース化、廃棄物発生抑制など
の観点から、生鮮食料品等の納入者側に、最終の販売形態での納入を求めている

○ 東京都と市場関係業者は、こうした実需者ニーズを踏まえ、加工・パッケージ施設等の整備を推進

加工・パッケージ施設等の整備

第３章 今後の方向性
２ 市場の活性化に向けた取組

大田市場青果プロセスセンター竣工イメージ



（２）取引の拡大①
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情報力の活用等による取引の活性化

大田市場青果部への出荷者の約5割が、出荷理由と

して「消費ニーズ等に関する情報提供の充実」を挙

げている。

また、市場内では、産地による試食宣伝会やトッ

プセールスが日常的に開催されるなど、情報の受発

信力が高い。こうした強みを生かして、以下の取組

を進めている。

《産地開発・商品開発》

・市場関係業者が実需者等から得た消費者ニーズを

もとに、産地に対して生産に関する提案を行うと

ともに、販売拡大の仕掛けや価格設定など、マー

ケティングに関するアドバイスを積極的に実施

・産地が開発した新品種を実需者に紹介し、実需者

が新商品として売り出す取組を展開

（例）消費者の嗜好に合わせた品種改良

※ 「東京都中央卸売市場大田市場青果部経営戦略」より抜粋

○ 産地・出荷者と実需者・消費者の中間に位置する卸売市場は、産地からの生産に関わる情報や、小売店や量
販店等からの商品ニーズなど様々な情報が集積

○ こうした情報を活用し、産地と連携した集荷力の向上、産地への提案やリテールサポートの強化など取引の
活性化を推進

第３章 今後の方向性
２ 市場の活性化に向けた取組

取組事例
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輸出拡大に向けた取組の強化

（２）取引の拡大②

○ 食肉や水産品を輸出する場合には、相手国の衛生要件を満たすことが必要
○ HACCPを義務化している相手国に対しては、HACCPを含む衛生要件を満たすことが必要
○ HACCPの導入において、第三者認証の仕組みの活用が有効
○ 東京都は市場業者に対し、 HACCP による衛生管理が含まれるISO22000等の第三者認証の取得を支援

東京都中央卸売市場における
市場業者の第三者認証の取得状況

第３章 今後の方向性
２ 市場の活性化に向けた取組

ISO22000 １社
FSSC22000 ２社

（平成30年10月現在）

輸出にHACCPが必要な国・地域

第三者認証を導入するメリット

第三者認証：取引相手ではない第三者（通常は認証機関）が
認証すること

厚生労働省：「食品衛生管理の国際標準化に関する検討会
最終とりまとめ」より引用

農林水産省：リーフレット「ホップ！ステップ！HACCP」（平成30年3月版）より引用



① 講習会等の実施
旬の食材の見極め方や調理方法などの知識の伝達、生鮮食料品の流通事情及び商品知識に関する情報

提供などを目的とし、料理講習会やお魚教室を実施
＜実績等＞

平成29年度は6市場で計20回実施し、446名が参加
（こどもいちば教室、肉料理教室、お魚教室など）

※平成28年度は、6市場で計19回実施し、463名が参加

② いちば食育応援隊講習会等の実施
・市場で働く目利きのプロたちが、学校や地域が主催する食育推進活動に

出向いて、農産物、水産物、食肉、花きや市場流通に関する話や料理講
習などを行う事業。

・都は、市場で働く人から「いちば食育応援隊」を募り、「人材バンク」
への登録・公開を行うとともに、問合せや申込み窓口となって、人材を
派遣

＜実績等＞

個人８名、１５団体が人材バンクに登録（平成29年度は、1件の講師派遣を実施）

（２）取引の拡大③
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食育・魚食の推進

○ 市場関係業者と協力して、各市場における講習会・見学案内等の充実を図る
○ また、「いちば食育応援隊」について周知を図り、講師派遣の機会を増やす
○ さらに、市場関係業者が自主的に行っている食育・花育事業について、ホームページで紹介するなど、

支援を行う

取組事例

第３章 今後の方向性
２ 市場の活性化に向けた取組



（３）各市場の特性の発揮
ア 経営戦略の検討・確立①
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経営戦略の策定・実行の流れ（例）

① 各市場（部類）において、検討体制を構築
② 市場の現状分析及び強み・弱み等の抽出（ＳＷＯＴ分析）
③ 市場の将来像の検討
④ 将来像の実現に向けた取組内容の検討
⑤ 経営戦略の確立
⑥ 取組の推進
⑦ 取組の実行状況の確認
⑧ 経営戦略の見直し

検討状況等

◆ 豊 洲 市 場：将来像を策定済

◆ 大 田 市 場：（水産）検討中
（青果）策定済

◆ 豊 島 市 場：検討中

◆ 淀 橋 市 場：策定済
◆ 足 立 市 場：検討中
◆ 板 橋 市 場：（青果）検討中

◆ 世田谷市場：（青果）検討中
◆ 北足立市場：（青果）将来像を策定済

（花き）将来像を策定済
◆ 葛 西 市 場：（青果）将来像を策定済

（花き）将来像を策定済

○ 生鮮食料品等の流通構造が大きく変化する中で、東京都の卸売市場が時代の要請に応え、今後ともその役割を着実に
果たしていくためには、各市場が自らの特性を踏まえ、経営戦略を検討・確立していくことが必要

ＳＷＯＴ分析による方向性の抽出

第３章 今後の方向性
２ 市場の活性化に向けた取組

※資料：農林水産省「卸売市場の更なる機能・役割の強化に向けて」から引用

経営戦略の検討・確立

※ＳＷＯＴ分析とは、内部環境（強み（Strengths）、弱み(Weaknesses)）、

外部環境（機会（Opportunities）、脅威（Threats））の４つの要因を評価
し、組合せ、整理し、分析することにより経営戦略を策定する方法



（３）各市場の特性の発揮

【参考】淀橋市場経営展望基本戦略の策定の流れ①
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淀橋市場では、東京都と市場関係業者が一体となって検討組織を設置し、新宿エリアという一大消費地に立地していること
などの現状分析を行うとともに、アンケート調査等を実施・分析して、市場の将来像と基本戦略を策定（平成３０年３月）

第３章 今後の方向性
２ 市場の活性化に向けた取組

（アンケート調査等により寄せられた声）

《市場関係業者（卸業者、仲卸業者、売買参加者）》

○２４時間稼働する一大消費地、人口密集地域である近隣商圏に多くの買参

が集中して存在している（卸・仲卸・買参）

○小売店、飲食店、ホテルなど多様な実需者が商圏に存在する（卸・仲卸）

○低温設備が不足しており、特に夏場の商品の品質劣化が著しい（卸）

○加工設備が不十分で実需者ニーズに応えきれていない（卸・仲卸・買参）

○淀橋市場の認知度が低い（卸・仲卸・買参）

《顧客（産地、実需者）》

○実需者の情報を集約し、ニーズを産地に伝えてほしい（産地）

○加工・業務用野菜の取引に取り組んでほしい（産地・実需者）

○産地ＰＲと産地商品のブランド化ができるような取組を淀橋市場と

行いたい（産地）

○コールドチェーン化については今後も要望していく（産地）

○従業員の高齢化が進んでおり、市場内の活気が減少している（産地）

① 検討体制の構築
東京都及び市場関係業者（卸業者、仲卸業者、売買参加者、関連事業者、市場協会）計23名で構成する「淀橋市場
経営展望策定委員会」を設置

② 市場の現状分析及び強み・弱み等の抽出
・検討会を6回開催
・市場関係業者アンケートを実施（卸業者1社、仲卸業者16社、売買参加者602社、関連7社）
・顧客アンケートを実施（産地20社、実需者600社）
・市場関係業者ヒアリングを実施（卸業者1社、仲卸業者16社、売買参加者50社、関連7社）
・顧客ヒアリングを実施（産地5社、実需者45社）
・市場関係業者の情報共有のための報告会を1回開催

（現状分析）



【分析手順の例】
ＳＷＯＴ分析

64

第３章 今後の方向性
２ 市場の活性化に向けた取組（３）各市場の特性の発揮

【参考】淀橋市場経営展望基本戦略の策定の流れ②

⑤

基本戦略を

踏まえ、目

指す将来像

を策定

目指す将来像

市場関係業者や顧客から寄せられた声を評価・分類し、方向性を導いた上で、基本戦略と目指す将来像を策定

①

アンケート調査等

を実施し、状況を

把握

顧客（産地）の声

実需者の情報を集約
し、ニーズを産地に
伝えてほしい

市場関係業者の声

２４時間稼働する一
大消費地、人口密集
地域である近隣商圏
に多くの買参が集中
して存在している

②

各々の声を評価し、

強み、弱み、機会、

脅威の４つの要因に

分類

④

方向性に基づ

き、基本戦略

を策定

基本戦略

③

分類した４つの要

因を組み合わせ、

方向性を導く

強み×機会の組合せ
↓

強みを活かし、
機会を獲得

↓
【方向性】

好立地に存在する多く
の買参を活かし、実需
者ニーズの情報を求め
ている産地の声に応え
る

淀橋市場の「強み」と
して評価・分類

市場を取り巻く「機
会」として評価・分類
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第３章 今後の方向性
２ 市場の活性化に向けた取組

各市場における経営戦略の検討・確立の推進

○ 今後、各市場においても、改正卸売市場法等を視野に入れつつ、それぞれ市場ごとに異なる強みや弱み等を分析し、
経営戦略を検討・確立することにより、特色ある市場づくりに取り組んでいく

淀橋市場基本戦略

時代の変化に柔軟に対応し、価値と信頼で未来を切り拓く「新宿淀橋市場」
～オール新宿淀橋で100年活き活き～

目指す将来像

（３）各市場の特性の発揮

【参考】淀橋市場経営展望基本戦略の策定の流れ③
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○自治体限定で中央卸売市場の開設を農林水産大臣が「認可」していた制度を、民間を含め、要件を満たす市場を大臣が「認定」する制度へ変更
○認定の要件として、売買取引の方法、取引条件・結果の公表等を定め、取引の透明性を向上
○第三者販売、直荷引き、商物一致の原則等のその他の取引ルールについては、各市場の実態に応じて柔軟に設定できるように変更
○改正法を踏まえ、都として、東京都中央卸売市場条例の大幅な改正が必要

現 行 改 正 後

市
場
の
開
設
等

根拠法は卸売市場法 同左

国が整備方針・計画を策定 国が基本方針を策定

開設者は自治体
（都道府県や人口20万人以上の市）
（農林水産大臣による認可）

開設者はその施設が一定規模以上で、適切な業務運営能力を有する
者であれば民間を含め制限なし
（農林水産大臣による認定）

【卸売業者】農林水産大臣による許可
【仲卸業者】開設者による許可
【売買参加者】開設者による承認

【卸売業者】
【仲卸業者】 法律上特段の規定なし
【売買参加者】

国が指導・検査監督（開設者及び卸売業者） 国が指導・検査監督（開設者のみ）

取
引
規
制
等

売買取引の方法の公表 売買取引の方法の公表

差別的取扱いの禁止 差別的取扱いの禁止

受託拒否の禁止 受託拒否の禁止

代金決済ルールの策定・公表 代金決済ルールの策定・公表

― 取引条件の公表（義務の新設）

取引結果の公表 取引結果の公表

第三者販売の原則禁止
卸売市場ごとに、関係者の意見を聴くなど公正な手続きを踏み、
共通ルールに反しない範囲において定めることができる。

直荷引きの原則禁止

商物一致の原則

※ 改正卸売市場法は平成30年6月22日に公布 ※ 施行期日は平成32年６月21日

共通ルール

卸売市場法改正のポイント

第３章 今後の方向性
２ 市場の活性化に向けた取組

（３）各市場の特性の発揮
イ 改正卸売市場法への対応①
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① 卸売市場の実態や市場業界の意向等も踏まえながら、基本的な考え方等を整理する。
② 市場の運営や取引ルールなど、カテゴリーごとにチームで検討
③ 市場業界の意見を十分聴取し、東京都中央卸売市場条例等を改正する。改正市場法施行時期に合わせ、改正条例を施行する。

改
正
市
場
法
公
布

改
正

市
場
条
例
施
行

改
正
卸
売
市
場
法

施
行

政
省
令
・
基
本
方
針
公
表

市
場

業
界
へ

の
周
知
等

改
正
条
例
案
の
都
議
会
へ
の
付
議

東
京
都
中
央

卸
売
市
場
取
引
業

務
運
営

協
議
会

東
京
都
卸
売
市
場
審
議
会

基本的な考え方
等の整理

改
正
条
例
案
策
定

改正条例案の
検討

取引参加者への
意見聴取等

検討手順等

第３章 今後の方向性
２ 市場の活性化に向けた取組

（３）各市場の特性の発揮
イ 改正卸売市場法への対応②

H30.6.22 H30.10.17 H32.6.21
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○ 食品の流通は、安全で良質な食品を生産者から消費者まで、需要に応じて安定的に供給する役割を担っており、その機能を適切に発揮す
るため、卸売市場制度をはじめとする様々な施策が講じられてきた。

○ 現在の卸売市場法は昭和46年に制定されたものであるが、卸売業者が生産物を集荷し、仲卸業者が分配するという明確な役割分担のも
と、せりを原則とした公正な価格形成を通じて、生鮮食料品等を消費者に円滑かつ安定的に供給するための基幹的インフラとして卸売市場
が位置付けられ、実際に、全国各地において、多くの市場が整備され、その機能を発揮してきた。

○ しかしながら、近年の食品流通を取り巻く情勢は卸売市場法制定時とは大きく様変わりしている。
外食、中食等といった食の外部化の進展等により、国内最終消費における加工食品の割合も年々上昇し、昭和50年代に国内消費の約３割を
占めていた生鮮品等の流通は足下で２割を大きく下回る水準まで減少している。

○ また、卸売市場取引のほか、現在では多様な販路を通じて生産者から最終需要者のもとに農産物等が届けられており、卸売市場は生産者
にとっての一つの選択肢として相対化されている。

○ 卸売市場自体も、中央卸売市場から地方卸売市場への転換も進むなど、政府が主導して全国の要所に開設していた時期とは状況が異なっ
ている。卸売市場法に基づく各種ルールも、卸売業者や仲卸業者の日常の取引の中に当然の原則として定着しているものがあるほか、変化
する実需者のニーズに応えるため多くの例外規定が設けられている。卸売業者や仲卸業者自身も、卸売市場外の子会社等を通じて多様な流
通経路を創出し、小売店経営にも直接関わる等、制度上期待されている役割とは異なる機能を有する状況となっている。

○ 一方、流通分野において今日既に様々な情報通信技術が導入されているが、卸売市場をはじめとした生鮮食料品流通分野においては依然
として現場での手入力に依る部分が多い。物流業界の深刻な人手不足等を踏まえれば、ドライバーへの負荷を縮減する物流の効率化も喫緊
の課題である。

○ 以上のような構造に直面する中、生産者・消費者の双方にメリットのある食品流通構造の実現に向け、物流、卸・小売等の事業者や、物
流インフラ、情報伝達の仕組み、卸売市場制度等の諸制度・慣行など、あらゆる側面から改革を進め、その中で、生産者が、消費者に付加
価値の高い食品を届けるための多様な選択肢を得て、戦略的に生産、出荷ができるように改革していくことが重要である。

○ こうした環境変化の中にあって、卸売市場は、依然として、相当程度の生鮮品が出荷され、生産者と消費者とをつなぐ重要な結節点と
なって多様な機能（商流、物流、価格形成、決済等）を発揮している。

○ したがって、今後は、新しい食品流通構造の中で、生産者が必要とする機能を自由に選び戦略的に使う選択肢の一つとして卸売市場をと
らえ直した上で、その選択肢を生産者と消費者双方にとってより良いものとする観点から、流通全体を視野に入れた統一的な制度を構築
し、卸売市場をその中に位置付けた上で、国が、必要最小限の関与を行うという方向に改めるべきである。

【卸売市場を含めた流通構造の改革を推進するための提言】（抜粋）
平成29年11月24日 規制改革推進会議 農林ワーキング・グループ 未来投資会議構造改革徹底推進会合 「地域経済・インフラ」会合（農林水産業）

卸売市場法改正の背景

第３章 今後の方向性
２ 市場の活性化に向けた取組

（３）各市場の特性の発揮
イ 改正卸売市場法への対応③


